
 

 

方式審査便覧 

７０．１３ 

- 1 - 

７０．１３  

 

官公署により発行された証明書の有効  

期限の取扱い  

 

 

特許登録令第３０条第１項の規定等により、特許庁長官が登録の申請の手続に

ついて必要と認め、その提出を命じることができる証明書等のうち、以下の書面

（公証人により作成されたものを含む。以下同じ）の有効期限は日本の官公署に

より発行された書面にあっては発行の日から３月以内、外国の官公署により発行

された書面にあっては発行の日から６月以内とする。  

（１）法定代理人により登録を申請する場合におけるその権限を証明する書面  

（２）申請人が外国人である場合におけるその国籍を証明する書面  

（３）申請人が法人である場合における法人であることを証明する書面  

 

（改訂平成２８・４）  

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000

